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平成２６年労第１０３号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する｡ 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監

督署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対して

した労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による障害給付の支給に

関する処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月○日にＡ県Ｂ市所在のＣに派遣労働者として雇用され、

Ｄ県Ｅ市所在のＦ研究所に派遣され、運搬の業務に従事していた。 

請求人は、平成○年○月○日午前８時５０分頃、Ｄ県Ｇ市所在の自宅から派遣

先の職場に自家用車で出勤する途上、Ｄ県Ｅ市内の信号で一時停止をし、車内の

落とし物を拾おうと座席シートの下に目線を注いでいたところ、足がブレーキペ

ダルから外れて、２から３メートル先の相手方車両に人がゆっくり歩く程度のス

ピードで追突した（以下「本件事故」という。）。 

請求人は、本件事故から１０日後の同月○日にＨ病院に受診し、「頚椎捻挫」

と診断され、通院加療した結果、平成○年○月○日をもって治ゆとなった。 

請求人は、治ゆ後障害が残存するとして、監督署長に障害給付の請求をしたと

ころ、監督署長は、請求人に残存する障害は、労働者災害補償保険法施行規則別

表第１に規定する障害等級（以下「障害等級」という。）第１４級に該当するも

のと認め、同等級に応ずる障害給付を支給する旨の処分（以下「本件処分」とい

う。）をした。 

請求人は、本件処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却

したので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及んだもの
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である。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に残存する障害が障害等級第１４級を超える障害等級に該

当するものと認められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人は、平成○年○月○日初診で、同年○月○日に診断された「頚椎椎間

板ヘルニア」は、平成○年○月○日に発生した本件事故に起因するものであり、

酷い症状が出ている旨主張するので、以下、検討する。 

当審査会において、医証等の関係資料を精査したところ、請求人の「頚椎椎

間板ヘルニア」について、Ｉ医師が「事故との因果関係は不明である」と述べ

ていることが認められる。そうすると、当該傷病は本件事故に起因するもので

あるとの請求人の主張を根拠付ける客観的資料が確認できないことになる。 

また、本件事故の様態並びに当初の治療から治ゆに至るまでの療養の経過と

治ゆ後に受診したＪ病院での医師との会話の内容を総合すると、請求人の本件

主張は採用できない。 

なお、請求人は、当審査会からＪ病院医師に対し請求人の症状について意見

を求めてもらいたい旨要望しているが、上記のとおりであるから、その必要は

ないものと判断する。 

（２）本件事故により請求人に残存する障害については、Ｋ医師が、要旨、「ほと

んど常時疼痛を残しているという請求人の訴えから判定して、通常の労務に服

することはできるが受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの、障害等級第１４

級の９に該当する。」と述べており、当審査会としても、Ｊ医師の意見は妥当
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なものであると判断する。 

（３）請求人のその他の主張についても子細に検討したが、上記結論を左右するに

足るものは見出せなかった。 

３ 以上のとおりであるから、監督署長が請求人に対してした障害等級第１４級に

応ずる障害給付を支給する旨の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由は

ない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 


